
埼玉県検証主任者登録要領 

 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この要領は、埼玉県目標設定型排出量取引制度に係る検証機関登録等実施要綱（平成２３年３

月策定。以下「要綱」という。）第９条第１項の規定に基づく検証主任者に関する登録及び知事が実

施する検証の業務に関する講習会について規定し、制度の安定と事務の円滑な運営を図り、もって地

球温暖化対策に資することを目的とする。 

 

第２章 業務経験 

（業務経験） 

第２条 要綱別表第４各項に規定する知事が指定する業務（以下「指定業務」という。）は、別表第１

に掲げるとおりとする。 

 

第３章 講習会 

（講習の内容等） 

第３条 要綱別表第４各項に規定する知事が実施する検証の業務に関する講習会（以下「講習会」とい

う。）として、登録区分ごとに、新たに登録を受けようとする者を対象とした講習会（以下「新規講習

会」という。）及び更新の登録を受けようとする者を対象とした講習会（以下「更新講習会」という。）

を実施する。 

２ 講習会における科目は、別表第２に掲げるとおりとする。 

 

（受講申込み方法等） 

第４条 講習会の受講の申込みは、知事があらかじめ示す方法により行うものとする。 

２ 更新講習会を受講できる者は、講習会の修了証が有効期間内にある検証主任者のうち、別表第１の

更新の欄に掲げる指定業務の経験に係る要件を満たす者とする。 

 

（広報） 

第５条 講習会の実施日、講習会場、その他必要な事項については、埼玉県環境部温暖化対策課ホーム

ページで広く周知する。 

 

（修了試験） 

第６条 知事は、新規講習会における講習の終了後、講習内容等に対する受講者の理解の程度を確認す

るための修了試験を実施するものとする。 

 

（講習会の修了の認定） 

第７条 新規講習会にあっては次のいずれの基準も満たす者を、更新講習会にあっては次の一の基準を

満たす者を、講習会を修了した者とする。 

 一 講習会の出席 

原則として講習を全て受講すること 



 二 修了試験の合格 

登録区分ごとに出題された問題数に対して８０％以上の問題を正解すること 

 
（記録事項） 

第８条 知事は、新規講習会の受講者に関しては次の第一号から第七号の事項を、更新講習会の受講者

に対しては次の第一号から第五号及び第七号の事項をそれぞれ記録し、講習会を実施した日から３年

間保存する。 

 一 受講者番号 

 二 氏名 

 三 受講した登録区分 

 四 連絡先（住所及び電話番号等） 

 五 講習会の出席 

六 講習会修了試験の成績 

 七 講習会の修了の可否 

 

第４章 修了証 

（修了証の交付） 

第９条 知事は、講習会を修了した者に対して講習会を実施した日から１月以内に、様式第１号による

修了証を交付する。 

 

（修了証の有効期間） 

第１０条 修了証の有効期間は、交付の日から３年間とする。 

２ 講習会を修了した者が産前産後休暇、出生時育児休業若しくは育児休業（以下「産休・育休等によ

る休業」という。）又は介護休業を取得した場合であって、当該者から様式第２号に、様式第３号を添

えて修了証の有効期間の変更を希望する旨の申請があったときは、前項の規定にかかわらず、修了証

の有効期間を次の各号に掲げる職場復帰の時期に応じて、当該各号に掲げる期間に変更することがで

きるものとする。 

 一 有効期間の終了日（以下「有効期日」という。）を過ぎて職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から有効期日までの休業期間の長さと、有効期日

から職場復帰した日までの長さを、変更前の有効期間に加えた期間 

 二 有効期間内に職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から職場復帰した日までの期間の長さを、変更前

の有効期間に加えた期間 

３ 産休・育休等による休業の場合であって、変更された有効期日が同一子の分割した出生時育児休業

又は育児休業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた

期間を延長できる。また、介護休業の場合であって、変更された有効期日が同年度に分割した介護休

業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた期間を延長

できる。 

４ 前項における延長は、最初の有効期日から３年後の前日までの期間内で認める。 

５ 知事は、第２項の申請があった場合において有効期間を変更したときは、変更後の有効期間を記載



した修了証を交付する。 

６ 第２項の規定により修了証の有効期間を変更した場合であって、当該修了証に係る登録（以下「当

初登録」という。）について第１６条第１項の規定を適用したときは、当初登録の更新の登録を受ける

ための更新講習会の修了証の有効期間は、第１項の規定にかかわらず、当初登録を受けるための新規

講習会の修了証の有効期日の直近に開催された更新講習会（登録区分が当初登録の登録区分と同じも

のに限る。）の実施の日から３年間とする。 

 

（修了証の再交付） 

第１１条 修了証は、自然災害により滅失した場合等知事が認める場合を除き、再交付しない。 

 

第５章 登録 

（登録申請） 

第１２条 検証主任者の登録又は更新の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類により知事

に申請するものとする。 

 一 様式第４号による検証主任者登録申請書 

 二 別表第１に掲げる当該登録区分の業務経験を証明する書類 

 

（登録） 

第１３条 知事は、前条の規定による申請を受けたときは、当該申請を行った者（以下「申請者」とい

う。）のうち、別表第１各項に規定する業務経験があり、かつ要綱別表第４各項に規定する講習会を

修了した者（以下「登録有資格者」という。）を、検証主任者登録簿に第１５条に規定する事項を記

載して、登録する。 

２ 知事は、前項の規定による登録をしたときは、申請者に様式第５号による登録証を交付する。 

 

（登録の拒否） 

第１４条 知事は、申請者が登録有資格者でない場合、申請者に対して様式第６号に理由を付して、通

知するものとする。 

 

（検証主任者登録簿） 

第１５条 検証主任者登録簿は、様式第７号により次に掲げる事項を記載したものとする。 

 一 登録番号 

 二 検証主任者の氏名及び住所 

 三 登録区分 

四 登録の有効期間 

 

（登録の有効期間） 

第１６条 検証主任者の登録の有効期間は、修了証の有効期日までとする。ただし、更新の登録の申請

があった場合において、申請者の責によらず、又は、有効期日から１月前までにその登録区分の更新

講習会が実施されていないために、登録の有効期日までに当該更新の登録又は登録の拒否の手続が完

了していないときは、従前の登録は、当該手続が完了する日まで有効とする。 



２ 知事は前項の申請があった場合において、当該申請を適当と認めたときは、その旨を検証主任者登

録申請書の備考欄に記載し、副本を申請者へ返却する。 

３ 検証主任者の登録を受けた者が産休・育休等による休業又は介護休業を取得した場合であって、当

該者から様式第８号に、様式第３号を添えて登録の有効期間の変更を希望する旨の申請があったとき

は、前項の規定にかかわらず、登録の有効期間を次の各号に掲げる職場復帰の時期に応じて、当該各

号に掲げる期間に変更することができるものとする。 

 一 有効期日を過ぎて職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から有効期日までの休業期間の長さと、有効期日

から職場復帰した日までの長さを、変更前の有効期間に加えた期間 

 二 有効期間内に職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から職場復帰した日までの期間の長さを、変更前

の有効期間に加えた期間 

４ 産休・育休等による休業の場合であって、変更された有効期日が同一子の分割した出生時育児休業

又は育児休業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた

期間を延長できる。また、介護休業の場合であって、変更された有効期日が同年度に分割した介護休

業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた期間を延長

できる。 

５ 前項における延長は、最初の有効期日から３年後の前日までを認める。 

６ 知事は、第３項の申請があった場合において有効期間を変更したときは、変更後の有効期日を記載

した登録証を交付する。 

 

（登録証の再交付） 

第１７条 登録証は、自然災害により滅失した場合等知事が認める場合を除き、再交付しない。 

（登録の取消し） 

第１８条 知事は、登録された検証主任者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことがで

きる。 

 一 登録検証機関が要綱第１５条第１項の規定に基づき登録を取り消された場合において、検証主任

者がその日前３０日以内にその登録検証機関の役員であったとき。 

 二 検証主任者が次に掲げる事業者に対する検証業務（当該検証報告書に関する全ての意見表明を含

む。）を担当したことにより、要綱第１５条第１項の規定に基づき検証機関が登録を取り消されたと

き。 

 ア 検証主任者が、役員若しくは使用人である、又は検証業務を実施する過去１年以内に役員若し

くは使用人であった事業者 

 イ 検証主任者が役員である、又は検証業務を実施する過去１年以内に役員であった事業者の関係

会社 

 ウ 検証主任者が、その事業者の親会社又は子会社の使用人である事業者 

 エ 検証主任者が、株主（議決権保有割合で３％以上の場合に限る。）又は出資者（出資金が全体

で３％以上の場合に限る。）である事業者（相続又は遺贈により事業者の株式又は出資を取得後１

年経過しない場合を除く。） 

 オ 検証主任者が、金銭消費貸借契約を締結している事業者（相続又は遺贈により事業者の債権若



しくは債務を取得後１年経過しない場合又は債権若しくは債務の額が１００万円未満である場合

を除く。） 

２ 知事は、前項の規定により登録を取り消したときは、様式第９号に理由を付して、登録を取り消し

た者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により登録を取り消された者は、その措置があった日から２年が経過するまでは、検

証主任者の登録を申請することができない。 

 

（氏名変更による届出） 

第１９条 修了証を交付された者及び登録証を交付された者は、氏名に変更があり、かつ、修了証又は

登録証に記載される氏名の変更を希望する場合は、様式第１０号に氏名の変更の事実を証する書類を

添えて、その旨を知事に届け出るものとする。 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、変更後の氏名を記載した修了証又は登録証を交付

する。 

 

（個人情報の保護） 

第２０条 知事は、第８条に規定する講習会の受講者に関する記録事項及び第１５条に規定する検証主

任者登録に関する記録事項について、検証主任者の登録事務の適正な管理に必要な範囲において使用

し、それ以外の目的には使用しない。 

 

第６章 特例 

（東京都講習会修了者に関する特例） 

第２１条 知事は、東京都検証主任者登録要綱（以下「東京都要綱」という。）第７条の規定により東

京都要綱第３条に規定する講習会を修了したと認定された者のうち、第３条に規定する講習会を修了

していない者（以下「東京都講習会修了者」という。）を対象として、埼玉県目標設定型排出量取引

制度に関する講習会（以下「特別講習会」という。）を実施する。 

２ 埼玉県環境部温暖化対策課長（以下「課長」という。）は特別講習会を受講した者に対して特別講

習会を実施した日から１月以内に、様式第１１号による受講証を交付する。 

３ 受講証の有効期間は、交付の日から３年間とする。 

４ 特別講習会を受講した者が産休・育休等による休業又は介護休業を取得した場合であって、当該者

から様式第１２号に、様式第３号を添えて受講証の有効期間の変更を希望する旨の申請があったとき

は、前項の規定にかかわらず、受講証の有効期間を次の各号に掲げる職場復帰の時期に応じて、当該

各号に掲げる期間に変更することができるものとする。 

 一 有効期日を過ぎて職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から有効期日までの休業期間の長さと、有効期日

から職場復帰した日までの長さを、変更前の有効期間に加えた期間 

 二 有効期間内に職場復帰した場合 

 産休・育休等による休業又は介護休業の開始日から職場復帰した日までの期間の長さを、変更前

の有効期間に加えた期間 

５ 産休・育休等による休業の場合であって、変更された有効期日が同一子の分割した出生時育児休業

又は育児休業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた



期間を延長できる。また、介護休業の場合であって、変更された有効期日が同年度に分割した介護休

業中の場合は、再申請することにより、当該休業期間と有効期間が重複した期間を加えた期間を延長

できる。 

６ 前項における延長は、最初の有効期日から３年後の前日までを認める。 

７ 課長は、第４項の申請があった場合において有効期間を変更したときは、申請者に対して様式第１

３号により変更後の有効期間を通知するものとする。 

８ 受講証は、自然災害により滅失した場合等知事が認める場合を除き、再交付しない。 

９ 特別講習会を受講した東京都講習会修了者は、受講証及び別表第３左欄に掲げる各東京都登録区分

の東京都要綱第１０条に規定する修了証（以下「東京都修了証」という。）の有効期間内に限り、同

表右欄に掲げる埼玉県登録区分の講習会を修了した者とみなす。 

１０ 別表第３左欄に掲げる各東京都登録区分について東京都講習会修了者が同表右欄に掲げる埼玉

県登録区分の検証主任者の登録を受けようとするときは、第１２条に規定にかかわらず、次の各号に

掲げる書類により知事に申請することができるものとする。 

 一 第１２条各号に掲げる書類 

 二 東京都修了証（有効期間内のものに限る。）の写し 

１１ 前項の規定により申請を行った者を、第１３条第１項に規定する登録をした場合の登録の有効期

間は、東京都修了証の有効期日までとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成２３年４月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要領の施行の際、現に、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例施行規則（平成１３年

東京都規則第３４号。以下「東京都規則」という。）第５条の１１第１項各号で定める講習会を修了

している者は、次表の左欄に掲げる東京都規則の区分に応じ、右欄に掲げる要綱別表第４各号に対応

する講習会を修了したものとみなす。 

  なお、修了証は交付しない。 

東京都規則第５条の１１ 要綱別表第４ 

一 特定ガス・基準量検証 一 目標設定ガス・基準量検証 

二 都内外削減量検証 二 県内外削減量検証 

三 その他ガス削減量の検証 三 その他ガス削減量の検証 

四 電気等環境価値保有量の検証 四 電気等環境価値保有量の検証 

五 優良事業所基準への適合の検証 

（第１区分事業所の検証に限る。） 

五 優良事業所基準への適合の検証 

（第１区分事業所の検証に限る。） 

六 優良事業所基準への適合の検証 

（第２区分事業所の検証に限る。） 

六 優良事業所基準への適合の検証 

（第２区分事業所の検証に限る。） 

３ 前項で講習会を修了したとみなされた者のうち、埼玉県での検証業務を希望する者は、知事が別に

実施する特別講習会を受講するものとする。 

４ 第２項の規定は、東京都要綱第１０条で定める講習会の修了証の有効期間内に限り有効とする。 

５ 第２項の規定に該当する者が第１２条の登録を申請しようとするときは、同条第２号の講習会の修



了証の写しは、東京都要綱第１０条で定める講習会の修了証の写しをもって代えるものとする。 

６ 第２項の規定に該当する者については、第１６条の規定における「修了証」を「東京都規則で定め

る講習会の修了証」に読み替えるものとする。 

７ この要領の施行の際、現に、東京都要綱第１４条第１項の規定に基づく登録を受けている者が、第

１２条の登録を申請しようとするときは、同条第３号の書類は、東京都要綱第１３条に基づき東京都

に提出した書類の写しをもって代えるものとする。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２４年４月２４日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２５年４月２３日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２７年９月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成２８年５月３１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、令和４年６月３日から施行する。 

 

 



附則 

（施行期日） 

 この要領は、令和５年１２月２５日から施行する。 

附則 

（施行期日） 

 この要領は、令和６年７月１６日から施行する。 

 

 

別表第１ 

登録区分 新規登録 更新登録 

目標設定ガス・ 

基準量 

登録を申請した日から過去 3 年（※１）以内にお

いて、次の業務について担当した案件の合計が 10

件以上であること。 

・ 本制度における同登録区分での検証業務 

・ 東京都総量削減義務と排出量取引制度（以下「東

京都制度」という。）における特定ガス・基準量

登録区分での検証業務 

・ 省エネルギー診断業務 

・ ISO14001 規格に基づく第三者審査業務 

・ ISO50001 規格に基づく第三者審査業務 

・ 京都議定書に基づく CDM/JI 制度の DOE（指定運

営組織）における、有効化審査業務若しくは検

証業務 

・ オフセット・クレジット(J-VER)制度、J-クレ

ジット制度又は先進対策の効率的実施による

CO2排出量大幅削減事業設備補助（以下「ASSET」

という。）における検証業務 

・ 工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推

進事業（以下「SHIFT 事業」という。）における

検証業務 

登録を申請した日から

過去3年(※１)以内におい

て、次の業務について担当

した案件の合計が 10 件以

上であること。 

・ 本制度における同登録

区分での検証業務 

・ 東京都制度における特

定ガス・基準量登録区

分での検証業務 

 

県内外削減量 

登録を申請した日から過去 3 年（※１）以内にお

いて、次の業務について担当した案件の合計が 10

件以上であること。 

・ 本制度における同登録区分での検証業務 

・ 東京都制度における都内外削減量登録区分での

検証業務 

・ 省エネルギー診断業務 

・ ISO14001 規格に基づく第三者審査業務 

・ ISO50001 規格に基づく第三者審査業務 

・ 京都議定書に基づく CDM/JI 制度の DOE（指定運

営組織）における、有効化審査業務又は検証業

務 

・ オフセット・クレジット(J-VER)制度、J-クレ

ジット制度、ASSET 又は SHIFT 事業における検

証業務 

又は、次の業務について、合計で１年以上従事し

ていること。 

・ 省エネルギー・CO2削減に関する診断、コンサル

ティング又はコミッショニングの業務、若しく

は、これに類する業務 

登録を申請した日から

過去3年(※１)以内におい

て、次の業務について担当

した案件の合計が 10 件以

上であること。 

・ 本制度における同登録

区分での検証業務 

・ 本制度における目標設

定ガス・基準量の登録

区分での検証業務（※

２） 

・ 東京都制度における都

内外削減量登録区分で

の検証業務 

・ 東京都制度における特

定ガス・基準量の登録

区分での検証業務（※

２） 

 



その他ガス削減量 

登録を申請した日から過去 3 年（※１）以内にお

いて、次の業務について担当した案件の合計が 3件

以上であること。 

・ 本制度における同登録区分での検証業務 

・ 東京都制度におけるその他ガス削減量登録区分

での検証業務 

・ ISO14001 規格に基づく第三者審査業務 

・ ISO50001 規格に基づく第三者審査業務 

・ 京都議定書に基づく CDM/JI 制度の DOE（指定運

営組織）における、有効化審査業務又は検証業

務（エネルギー起源 CO2 以外のガスの削減に係

るプロジェクトに対する業務に限る。） 

登録を申請した日から過

去3年(※１)以内におい

て、次の業務について担当

した案件の合計が3件以上

であること。 

・ 本制度における同登録

区分での検証業務 

・ 東京都制度におけるそ

の他ガス削減量登録区

分での検証業務 

電気等環境価値 

保有量 

登録を申請した日から過去 3 年（※１）以内にお

いて、次の業務について担当した案件の合計が 10

件以上であること。 

・ 本制度における同登録区分での検証の業務 

・ 東京都制度における電気等環境価値保有量登録

区分での検証の業務 

・ グリーン電力証書制度における認証業務 

・ 京都議定書に基づく CDM/JI 制度の DOE（指定運

営組織）における、有効化審査業務又は検証業

務 

・ オフセット・クレジット(J-VER)制度、J-クレ

ジット制度、ASSET 又は SHIFT 事業における検

証業務（再生可能エネルギーの利用を含むプロ

ジェクトに対する業務に限る。） 

登録を申請した日から過

去3年(※１)以内におい

て、次の業務について担当

した案件の合計が10件以

上であること。 

・ 本制度における同登録

区分での検証業務 

・ 東京都制度における電

気等環境価値保有量登

録区分での検証業務 

・ 本制度における目標設

定ガス・基準量の登録

区分での検証業務 

・ 東京都制度における特

定ガス・基準量の登録

区分での検証業務 

・ 本制度又は東京都制度

における優良事業所へ

の適合（第１区分又は

第２区分）の登録区分

での検証業務 

優良事業所基準 

への適合 

（第１区分） 

（第２区分） 

エネルギー管理士、設備設計一級建築士、建築設

備士又は、技術士（電気電子、機械、衛生工学、総

合技術監理（電気電子、機械、衛生工学））のうち、

いずれかの資格を有すること。合わせて、次の業務

についていずれかに従事していること。 

 

本制度又は東京都制度における優良事業所基準

への適合の検証業務に３年以上従事（※３）し

ていること。 

 なお、第１区分事業所の検証と第２区分事業

所の検証は別とする。 

・ 原油換算エネルギー使用量が 1,500[kL]以上の

事業所に対する省エネルギー・CO2 削減に関す

るコミッショニングの業務（それぞれの区分に

該当する事業所に対する業務に限る。）に３年以

上従事（※３）していること。 

・ 省エネルギー・CO2 削減に関する診断、コンサ

ルティング又はコミッショニングの業務（それ

ぞれの区分に該当する事業所に対する業務に限

る。）に３年以上従事していること。 

登録を申請した日から

過去5年(※１)以内におい

て、次の業務について担当

した案件の合計が1件以上

であること。 

なお、案件については第

１区分事業所及び第２区

分事業所の別を問わない。 

・ 本制度又は東京都制度

における同登録区分で

の検証業務 

 



（※１）第 16 条第 3 項の規定により有効期間が変更された場合にあっては、産休・育休等による休業

期間又は介護休業の期間を除いた 3年間又は 5 年間 

（※２）登録を申請した日から過去 3 年（※１）以内において、本制度における目標設定ガス・基準量

の登録区分及び東京都制度における特定ガス・基準量での登録区分での検証業務を除いた案件の合計

が 10 件に満たない場合は、別表第２に定める県内外削減量（更新講習会）の科目を全て受講する必

要がある。 

（※３）登録を申請した日から過去３年（※１）以内において、担当した案件の合計が３件以上であれ

ば３年以上従事したとみなす。 



別表第２ 

登録区分：目標設定ガス・基準量(新規講習会) 

科目 

検証機関の要件 

目標設定ガス排出量の算定 

目標設定ガス排出量の検証 

修了試験 

 

登録区分：目標設定ガス・基準量(更新講習会) 

科目 

検証実務判断（目標設定ガス・基準量） 

検証において間違いやすい例 

検証業務を実施するために必要な知識 

 

登録区分：県内外削減量(新規講習会) 

科目 

検証機関の要件 

県内削減量の算定 

県内削減量の検証 

県外削減量の算定 

県外削減量の検証 

修了試験 

 

登録区分：県内外削減量(更新講習会) 

科目 

検証実務判断（県内外削減量） 

検証において間違いやすい例 

検証業務を実施するために必要な知識 

対策した設備ごとの削減量について（※） 

（※）登録を申請した日から過去 3年（別表第１※１参照）以内において、本制度における目標設

定ガス・基準量の登録区分及び東京都制度における特定ガス・基準量での登録区分での検証業務

を除いた案件の合計が 10件以上の場合は、受講を省略できる。 

 

登録区分：その他ガス削減量(新規講習会) 

科目 

検証機関の要件 

その他ガス削減量の算定 

その他ガス削減量の検証 

修了試験 

 

 

登録区分：その他ガス削減量(更新講習会) 

科目 

検証実務判断（その他ガス削減量） 



検証において間違いやすい例 

検証業務を実施するために必要な知識 

 

登録区分：電気等環境価値保有量(新規講習会) 

科目 

検証機関の要件 

電気等環境価値保有量の算定 

電気等環境価値保有量の検証 

修了試験 

 

登録区分：電気等環境価値保有量(更新講習会) 

科目 

検証実務判断（電気等環境価値保有量） 

検証において間違いやすい例 

検証業務を実施するために必要な知識 

 

  登録区分：優良事業所基準への適合（第１区分）及び優良事業所基準への適合（第２区分）(新規

講習会) 

科目 

検証機関の要件 

優良事業所基準の適合 

優良事業所基準の検証 

修了試験 

 

 登録区分：優良事業所基準への適合（第１区分）及び優良事業所基準への適合（第１区分）及び優

良事業所基準（第２区分）(更新講習会) 

科目 

検証実務判断（優良事業所基準の検証） 

検証において間違いやすい例 

検証業務を実施するために必要な知識 



別表第３ 

東京都登録区分 埼玉県登録区分 

特定ガス・基準量検証 目標設定ガス・基準量検証 

都内外削減量検証 県内外削減量検証 

その他ガス削減量の検証 その他ガス削減量の検証 

電気等環境価値保有量の検証 電気等環境価値保有量の検証 

優良事業所基準への適合の検証 

（第１区分事業所の検証に限る。） 

優良事業所基準への適合の検証 

（第１区分事業所の検証に限る。） 

優良事業所基準への適合の検証 

（第２区分事業所の検証に限る。） 

優良事業所基準への適合の検証 

（第２区分事業所の検証に限る。） 

 


